印刷製本業務契約書（案）

１．業務名　　　広報なきじん印刷製本業務

２．納品場所　　　今帰仁村役場

３．履行期間　　　自　令和８年４月〇日

　　　　　　　　　至　令和１１年３月31日
　　　　　　　　　　（地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約）

４．製品規格等　　　広報なきじん印刷製本業務仕様書による

５．契約金額　　　￥　　　　　　　－（年額）

　　　　　　　　　（うち、取引にかかる消費税及び地方税の額　￥　　　　－）

　上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従がって誠実にこれを履行するものとする。

　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年４月〇日

　　　発注者　　　住　　所　　　　沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根２１９番地

　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　今帰仁村長　久田　浩也
　　　受注者　　　住　　所　　　　

　　　　　　　　　商号又は名称　　

　　　　　　　　　氏　　名　　　　

　（総則）

第１条　発注者（以下「甲」という）及び受注者（以下「乙」という）は、契約書記載の業務に関し、契約書及び仕様書に定めるもののほか、この約款に基づきこれを履行しなければならない。
２　この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3の規定による長期継続契約である。

３　この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算
　について減額又は削減があった場合は、この契約を変更し、又は解除することができ
　る。
４　この契約締結後、消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等によって消費税
　等額に変動が生じた場合は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を
　加減して支払う。
　（納入場所）

第２条　納入場所は、今帰仁村役場とする。

　（校正）

第３条　頁毎に初校、再校、最終校とする。

　(1)初校　文字、写真及び図画等により紙面を構成し、速やかに提出すること

　(2)再校　発注者が指示した部分を修正し、提出すること。これに関連して、
指示した箇所以外に不都合が生じた場合は、発注者と協議の後、修
正するものとする。この工程の複数回実施にも対応すること。

　(3)最終校　発注者が再校で指示した部分を修正し、校了とする。

２　受注者による校正（内校）を行うものとする。受注者による誤りを訂正するだけでなく、誤字、脱字、日時及び曜日等で明らかに不適当な箇所があった場合は発注者に指摘するものとする。

３　校了後の訂正等についても、発注者と協議し、可能な限り対応するものとする。

４　甲の修正及び訂正の指示後、万が一、乙の責めに帰する事由により、誤字や誤植があったと認められる場合は、無償で刷り直すものとする。

　（検収）

第４条　乙は、物件を納入するときは、その旨を甲に通知し、甲はその通知を受けたときは、この立会いを求めて直ちに検収しなければならない。

　（代金の支払）

第５条　業務契約代金は物件の検収後、乙の請求により支払う。

　（遅滞違約金）

第６条　乙の責に帰すべき事由により、納入期限内に納入することができない場合において、期限後に完納する見込みがあるときは、甲は、遅延違約金を徴収して納入期限を延期することができる。

２　前項の遅延違約金は、遅延日数１日につき遅延部分に相当する代価の1,000分の3とする。

　（解除）

第７条　甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約締結又は義務履行について不正行為があったとき

(2) 納入期限内に納入できないとき、又は納入見込みがないと認められるとき

(3) 契約解除の申し出があったとき

２　前項により契約を解除した場合、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。

　

（版権）

第８条　甲の提出した原稿、その他の資料の版権は甲に属し、乙は甲の許可なくこれを印刷、出版、販売又は頒布してはならない。

(業務関係者に関する措置請求)

第９条　甲は、本契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、乙及びその他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するために、その理由を明示した書面により、資料等の提出を求めることができる。

２　乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、その結果を請求の受理した日から10日以内に書面により甲に通知しなければならない。

（補則）

第10条　この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

２　第９条第２項の請求及びその他の資料等により、乙が暴力団関係者と判明したときには甲は契約を解除することができる。

